
竹田市告示第１５１号 

 

竹田市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱を次のように定める。 

 

令和３年１２月２７日 

 

竹田市長  土 居 昌 弘  

 

竹田市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市民一人ひとりが多様性を尊重しあい、個性を発揮できる社

会の実現を目指すことを目的として、パートナーシップの宣誓の取扱いについて

必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

(１） パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相

互に協力し合うことを約した、双方又はいずれか一方が性的マイノリティ

（「性的少数者」ともいい、性的指向が必ずしも異性愛のみではない者又は性

自認が出生時の性と異なる者をいう。）である二者間の関係をいう。 

(２) 宣誓 パートナーシップにある者同士が、市長に対し、双方が互いのパー

トナーであることを誓うことをいう。 

（宣誓の対象者の要件） 

第３条 宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

(１) 宣誓をしようとする者の双方が、民法（明治２９年法律第８９号。）第４条

に規定する成年に達していること。 

(２) 宣誓をしようとする者のいずれか一方が、市内に住所を有している又は市

内へ宣誓の日から原則１４日以内に転入を予定していること。 

(３) 宣誓をしようとする者の双方に配偶者がいないこと、かつ、現に当該パー

トナーシップの関係の相手方以外の者とパートナーシップの関係にないこと。 

(４) 宣誓をしようとする者同士が、民法第７３４条及び第７３５条の規定によ

り婚姻することができないとされている者同士の関係にないこと。 



（宣誓の方法） 

第４条 宣誓をしようとする者は、市職員の面前において次に掲げる書類を自ら記

入し、市長に提出するものとする。この場合において、宣誓をしようとする者の

一方又は双方が自ら宣誓書に記入することができないと市長が認めるときは、こ

れを代筆させることができる。 

(１) パートナーシップ宣誓書（様式第１号。以下「宣誓書」という。） 

(２) パートナーシップ宣誓に関する確認書（様式第２号。以下「確認書」とい

う。） 

２ 宣誓をしようとする者は、次に掲げる書類（宣誓する日前３か月以内に発行さ

れたものに限る。）を宣誓書に添えて提出するものとする。 

(１) 住民票の写し（竹田市内への転入を予定している場合にあっては、その事

実が確認できる書類） 

(２) 戸籍抄本又は現に婚姻をしていないことが確認できる書類 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

３ 市長は、宣誓書をしようとする者が本人であることを確認するため、次の各号

に掲げる書類のいずれかの提示を求めることができる。 

(１) 個人番号カード 

(２) 旅券 

(３) 運転免許証 

(４) 前３号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証

明書等であって、宣誓しようとする者本人の顔写真が貼付されたもの 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める書類 

（通称の使用） 

第５条 宣誓をしようとする者は、性別違和等市長が特に理由があると認めるとき

は、宣誓書及び確認書において通称（氏名以外の呼称であって、社会生活上通用

していると認められるものをいう。）を使用することができる。 

（受領証等の交付） 

第６条 市長は、第４条の規定により宣誓がなされた場合において、当該宣誓をし

た者が要件を満たしていると認めるときは、当該者に対し、パートナーシップ宣

誓書受領証（様式第３号。以下「受領証」という。）及びパートナーシップ宣誓書

受領カード（様式第４号。以下「受領カード」という。）に宣誓書の写しを添えて

交付するものとする。 



（受領証等の再交付） 

第７条 前条の規定により受領証の交付を受けた者（以下「宣誓者」という。）は、

当該受領証又は受領カードを紛失、毀損又は汚損したときは、市長に対し、パー

トナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書（様式第５号。以下「再交付申請書」

という。）を提出することにより、受領証等の再交付を受けることができる。 

２ 市長は、前項の規定により再交付申請書の提出を受けたときは、第４条の規定

により提出された宣誓書が保存されている場合に限り、受領証等を再交付するも

のとする。 

（届出事項の変更） 

第８条 宣誓者は、宣誓書に記載した事項に変更があった場合（次条第１項各号に

掲げる場合を除く。）は、パートナーシップ宣誓事項変更届（様式第６号）に市長

が必要と認める書類を添えて、市長に届け出なければならない。 

（受領証等の返還） 

第９条 宣誓者は、次の各号のいずれかに該当するときは、パートナーシップ宣誓

書受領証等返還届（様式第７号）に第６条の規定により交付を受けた受領証及び

受領カードを添えて市長に返還しなければならない。 

(１) 宣誓者双方の意思によりパートナーシップが解消された場合 

(２) 宣誓者の一方が死亡した場合 

(３) 宣誓者の一方又は双方が市外へ転出した場合 

(４) 宣誓者が虚偽その他の不正な方法により受領証及び受領カードの交付を受

けたことが判明したとき 

(５) 宣誓者の一方又は双方が交付を受けた受領証又は受領カードを不正に使用

したことが判明したとき 

(６) その他第３条各号に規定する要件に該当しなくなったとき 

（宣誓書の保存期間） 

第１０条 市長は、宣誓書を１０年間保存するものとする。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 



様式第 1 号（第 4 条関係） 

 

パートナーシップ宣誓書 

竹田市長 様 

 

私たち            と               は、竹田市

パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱第４条の規定に基づき、互いをその

人生のパートナーとすることを宣誓し、署名します。 

 

年  月  日 

 

 

（宣誓者） 

 

住所 

                   

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏 名 

又 は 通 称                

ﾌﾘｶﾞﾅ 

通称使用の場合 

戸籍上の氏名 

（生年月日：   年  月  日） 

 

（代筆者） 

住所 

                   

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏名                 

（宣誓者） 

 

住所 

                   

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏 名 

又 は 通 称                

ﾌﾘｶﾞﾅ 

通称使用の場合 

戸籍上の氏名 

（生年月日：   年  月  日） 

 

（代筆者） 

住所 

                   

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏名                 

 

（注）宣誓者の欄は自署してください。やむをえない場合は代筆が可能ですが、下

段に代筆者の住所及び氏名をご記入ください。 

 

 

≪添付書類≫ 

①住民票の写し（住民票記載事項証明書）、転入予定の場合は転出証明書等 

②配偶者がいないことを証する書類（戸籍抄本等） 

③通称の使用を希望する場合は日常生活において通称を使用していることが確認で

きる書類 

※本人確認書類（個人番号カード、旅券、運転免許証など）の提示 

 



様式第 2 号（第 4 条関係） 
 

パートナーシップ宣誓に関する確認書 
竹田市長 様 

私たちは、竹田市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱第４条の規定に

基づき、以下の内容を確認したうえで、パートナーシップの宣誓（以下「宣誓」と

いう。）を行います。また、以下の内容が事実と異なることが判明した場合は宣誓書

の写しと宣誓書受領証及び受領カードを市に返還します。 

年  月  日 

氏 名              

又 は 通 称              

通称使用の場合 

戸籍上の氏名 

（電話番号           ） 

 

（代筆者） 

氏名               

氏 名 

又 は 通 称              

通称使用の場合 

戸籍上の氏名 

（電話番号           ） 

 

（代筆者） 

氏名               

※転入予定の場合は、転入後速やかに住民票を人権・部落差別解消推進課へ提出してください。 

 

確認事項（必ずお二人で確認してください） 回答欄（該当する□に「レ」をつけてください。） 

要綱第 2 条 
（関係性） 
互いを人生のパートナーとし、日常の生活
において相互に協力し合うことを約した、
一方又は双方が性的マイノリティである二
人であること。 

□該当する □該当しない 

要綱第 3 条 

第 1 項 
（年齢要件） 
宣誓当日において、民法に規定する成年年
齢に達していること。 

□該当する □該当しない 

要綱第 3 条 

第 2 号 
（住所要件） 
次のいずれかに該当すること。 
①双方が市内に住所を有している。 
 
②一方が市内に住所を有し、又は市内への
転入を予定している。 
 
③双方が市内への転入を予定している。 

□①に該当する 
□②に該当する 
□③に該当する 

□該当しない 

②③の場合 
転入予定者氏名           
（転入予定    年  月  日） 
転入所定者氏名           
（転入予定    年  月  日） 

要綱第 3 条 

第 3 号 

（独身要件） 
双方に配偶者がいないこと及び、宣誓者以
外の者とパートナーシップ関係にないこ
と。 

□該当する □該当しない 

要綱第 3 条 

第 4 号 
（近親者でない） 
直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻
族でないこと。 

□該当する □該当しない 

上記要件に変更が生じた場合及び要綱第 9 条に該当した
場合は、受領証及び受領カードを返還してください。 

□確認しました 



様式第 3 号（第 6 条関係） 

第   号 
 

パートナーシップ宣誓書受領証 
 

 

 

               様 

（      年  月  日生） 

 

 

宣誓日     年  月  日 

              様 

（     年  月  日生） 

 

 

 

 

 竹田市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱第６条の規定に基づき、パ

ートナーシップ宣誓書受領証及びパートナーシップ宣誓書受領カードに宣誓書の写

しを添えて交付します。 

 お二人が人生のパートナーとして、日常の生活において相互に協力し合うことを

宣誓されたことを証することにより、いきいきと輝き、活躍されることを期待して

います。 

 竹田市は、市民一人ひとりがお互いを尊重し合い、心と心のつながりを大切にし

た真に豊かでゆとりのある社会の実現を目指しています。 

 これからの人生をともに歩まれるお二人のご多幸を願います。 

 

 

  年  月  日 

 

 

竹田市長  〇  〇  〇  〇 印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第 4 号（第 6 条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パートナーシップ宣誓書受領カード 

竹田市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱の規定に

基づき、パートナーシップの宣誓をされたことを証します。 

 

本  人         様 

 

パートナー         様 

 

年  月  日        第    号 

          竹田市長        印 

54 ㎜ 

86 ㎜ 

（表） 

（裏） 

竹田市は、市民一人ひとりがお互いを尊重し合い、心と心の

つながりを大切にした真に豊かでゆとりのある社会の実現をめ

ざしています。この受領証は、法律上の効果が生じるものではあ

りませんが、お二人のパートナーシップを尊重することで、互い

を人生のパートナーとして、竹田市でいきいきと輝き活躍される

ことを期待しています。 

受領証の提示を受けた方は、この趣旨を十分ご理解ください

ますようお願いします。 

 

 

 

特記事項 



様式第 5 号（第 7 条関係） 

パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書 
 

年  月  日付けで交付されましたパートナーシップ宣誓書

受領証の再交付を受けたいので、竹田市パートナーシップの宣誓の取扱いに

関する要綱第 7 条の規定に基づき、申請します。 

 

 

【再交付を希望する理由】（いずれかに〇をしてください。） 

１  紛失 

２  毀損・汚損 

３  その他（                    ） 

 

【交付を希望するもの】（該当する□に「レ」をつけてください。） 

□  パートナーシップ宣誓書受領証 

□  パートナーシップ宣誓書受領カード 

    年  月  日 

 

住所                

氏名                

又は通称              

通称使用の場合            

戸籍上の氏名            

 

住所                

氏名                

又は通称              

通称使用の場合            

戸籍上の氏名            

 

（代筆者）              

住所                

 

氏名                

《添付書類》 

再交付を希望する書類（毀損・汚損を理由とする場合） 

※本人確認書類（個人番号カード、旅券、運転免許証など）の提示 

 

 

 



様式第 6 号（第 8 条関係） 

パートナーシップ宣誓事項変更届 
 

竹田市長 様 

 

 竹田市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱第 8 条の規定によ

り、以下のとおり変更があったことを届けます。 

 

 変更した事項（いずれかの□に「レ」をつけ、変更内容を記載してくださ

い。） 

□住所    変更前                       

       変更後                       

□氏名    変更前                       

       変更後                       

□その他   変更内容                      

 

                        年  月  日 

 
 

（届出者）※変更する方の□に「レ」をつけてください。 

住所                

□氏名   （戸籍上の氏名）     

 生年月日  年   月  日生まれ 

 

住所                

□氏名    （戸籍上の氏名）    

 生年月日  年   月  日生まれ 

 

連絡先（電話・FAX・ｍａｉｌ） 

                  

 

（代筆者） 

     住所                

     氏名                
 

 

※市記載欄 

 

 

氏名 
運 転 免 許 証 ・ 旅 券 ・ そ の 他

（       ） 

№ 

氏名 
運 転 免 許 証 ・ 旅 券 ・ そ の 他

（       ） 



様式第７号（第９条関係） 

パートナーシップ宣誓書受領証等返還届 
 

竹田市長 様 

 

竹田市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱第９条の規定により、

受領証及び受領カードを返還します。 

 

返還の理由（いずれかに〇をしてください。） 

１ パートナーシップの解消 

２ 当事者の死亡 

３ 竹田市からの転出（              ） 

４ 虚偽その他不正な方法により受領証及び受領カードの交付を受けたこ

とが判明 

５ 受領証又は受領カードを不正に使用したことが判明 

６ その他宣誓者に該当しないと認められる場合に該当 

 

    年  月  日 

 

住所                

氏名                

又は通称              

通称使用の場合            

戸籍上の氏名            

 

住所                

氏名                

又は通称              

通称使用の場合            

戸籍上の氏名            

 

（代筆者）               

住所                

 

氏名                
 

《添付書類》 

パートナーシップ宣誓書受領証、パートナーシップ宣誓書受領カード 

※本人確認書類（個人番号カード、旅券、運転免許証など）の提示 

 


